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会 長：ただ今から、令和７年第１０回定例総会を開会いたします。 

    欠席委員は、１番と５番です。 

    出席委員は８名中６名で、定足数に達しておりますので、総会は成立して

おります。 

    本日の議事録署名人に、７番と８番を指名いたします。 

会 長：それでは、総会次第の日程により議事を進めさせていただきます。初めに、

日程第１、農地法第３条の規定による許可申請について、議案番号８９号を

上程いたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号８９号を朗読） 

(説明) 当案件は、位置図にありますとおり宮山地区の農用地区域内農地１筆です。

譲受人は、トラクター、コンバイン、フォークリフトなどを所有しており、

洋ランや米などを作付しています。当該地ではれんげを作付する予定です。

ご自宅から当該地までの通作距離は、約１㎞、徒歩約１０分です。また、権

利を有するすべての農地を効率的に耕作し、農作業に従事する日数が年間１

５０日以上であるため、今回の権利の設定による周辺農地への影響はありま

せん。以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当しませんので、許

可条件の全てを満たしていると考えられます。                                                                                                                                              

会 長：続いて、地区担当農業委員である２番から農地法の観点から現地調査 

   の結果並びに補足説明をお願いします。 

２番：１０月２１日職員と現地確認しました。当該地は管理されている状況で、農

家から農家への所有権移転のため問題ないと思います。 

会 長：これより質疑に入ります。ただいまの説明について、発言のある方は挙手

願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号８９号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 



会 長：では総員挙手ですので、議案番号８９号は原案のとおり許可書を交付する

ことに決定いたします。次に日程第２、農地法第５条の規定による許可申請

について、議案番号９０号を上程いたします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いします。 

事務局：（議案番号９０号を朗読） 

 (説明) 当案件は、位置図にありますとおり岡田地区にある市街化調整区域内農

地２筆で、転用事業の内容は、貸駐車場です。譲受人が岡田地域で管理して

いる駐車場を所有者が売却予定ということから、その代替地として農地転用

許可申請に至りました。譲受人は、転用工事を実施する資力があり、転用の

確実性は明らかです。なお、農地法に基づく農地転用許可の判断基準となる

農地区分は、第３種農地です。許可の基準としては、原則許可となります。 

会 長：続いて、地区担当農業委員である６番から、農地法の観点から現地調査の

結果並びに補足説明をお願いします。 

６番：１０月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。周囲の市街化が進んで

いるところで、問題ないと思います。 

会 長：それでは、これより質疑に入ります。ただいまの説明について、発言のあ

る方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号９０号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

事務局長：総員挙手 

会 長：では総員挙手ですので、議案番号９０号は、原案のとおり許可相当として

意見書を添え、県に進達することに決定いたします。次に、日程第３、農地

法第３条の３第１項の規定による届出について、報告番号７２号、７３号の

１件、日程第４、農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、報

告番号７４号の１件、日程第５、農地法第５条第１項第６号の規定による届

出について、報告番号７５号から８０号の６件を、一括して事務局より報告

事項の説明をお願いします。 

事務局：農地法第３条の３第１項の規定による届出については、議案書のとおり２

件、農地法第４条第１項第７号の規定による届出については、議案書のとお

り１件、農地法第５条第１項第６号の規定による届出については、議案書の

とおり６件届出がありました。いずれも添付書類含め完備しておりましたの

で、事務局長専決により、書類を受理いたしました。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、報告事項については

了承されたことといたします。 

   最後に、その他として、審議事項はありますでしょうか。 

（特になし） 

会 長：では、以上をもって、令和７年第１０回寒川町農業委員会定例総会を 

閉会いたします。 
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本議事録は、令和７年１１月２５日、承認・署名を得て確定しました。 


